
大口町告示第１９号 

 大口町障がい者自立支援審査会要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  平成２６年３月３１日 

大口町長  鈴 木 雅 博   



   大口町障がい者自立支援審査会要綱の一部を改正する要綱 

 大口町障がい者自立支援審査会要綱（平成１８年大口町告示第３０号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条及び第６条から第８条中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。 

 第９条第１項中「障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等

に関する省令（平成１８年厚生労働省令第４０号）」を「障害支援区分に係る市町

村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成２６年厚生労働省令第５

号）」に改める。 

 第１１条中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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